
� 明治十四年政変前後の静岡県
～国会開設運動の高揚と舌禍事件～

１　演説結社の出現と国会開設運動

　不平士族の明治新政府への武力反乱は、1877（明治10）年の西南戦争で終わった。翌1878年、
土
と

佐
さ

の立
りっ

志
し

社
しゃ

の流れを引く愛
あい

国
こく

社
しゃ

が再興されると、各地の豪農商・有志による結社の参加で自由
民権運動は幅広く拡大した。県下で演説・討論等を通じ情報交換や啓蒙的学習を行う結社が最初
に結成されたのは、1879年１月に、官吏、士族知識人、豪農商が参加し、「駿遠豆三州同一」を

掲げた磯
いそ

部
べ

物
ぶつ

外
がい

、平
ひら

山
やま

陳
ちん

平
ぺい

らの演説結社の参
さん

同
どう

社
しゃ

である。翌月
の県会議事堂（現静岡市葵

あおい

区追
おう

手
て

町
まち

）での演説会には650余人
の聴衆が参加し、大

おお

迫
さこ

県令も傍聴した。３月には府県会規則に
よる県会議員選挙が実施され、５月の第１回県会で物外は議長
に選出されている。1880年３月17日、大阪の愛国社第４回大会
では各地の結社は士族主導を批判し国

こっ

会
かい

期
き

成
せい

同
どう

盟
めい

が生まれ、２
府22県の連名で国会開設請願書を政府に提出した。こうした動
きに触発され、県下では３月22日に扶

ふ

桑
そう

社
しゃ

の呼びかけで、参
同社など主な結社の有志40人余が蓬

ほう

莱
らい

亭
てい

（現静岡市葵区両
りょう

替
がえ

町
ちょう

）に集結し、国会開設請願に向け署名活動を行うことを決
議した。４月に公布された集会条例の影響で、署名獲得は徐々
に進められた。12月５日に18人の有志が相談、浄書し、〈史料１〉

の建白書を元老院に提出することを決めた。「国民こそが国家
の大本」であること、「政府は民心に従った憲法を作成して国
会を開き民意を国政に反映させること」、それこそが「国権を
確立する道」であることを明確に主張している。総代は８
人、賛同者15,735人で、その内訳をみると伊豆の賛同者が
特に多い。

２　官有物払下げ事件に高まる国会開設要求

　政府は民権運動を危険視し、集会条例により集会・結社を許可制にして官憲の臨席・解散権を
認めるなど民権派集会への抑圧を強化していた。しかし1881（明治14）年７月、「北海道開拓使
官有物払下げ事件」が報道されると、世論の政府批判は沸騰した。廃止予定の開拓使では、倉
庫や工場、船舶など1,400万円余の官有物を、長官黒

くろ

田
だ

清
きよ

隆
たか

と同じ薩摩出身の政商五
ご

代
だい

友
とも

厚
あつ

らに、
わずか38万円、無利息30か年賦で払い下げようとしたからである。福

ふく

沢
ざわ

諭
ゆ

吉
きち

門下の交
こう

詢
じゅん

社
しゃ

系社
員の要請に応じ、県内でも署名活動が急ぎ再開された。〈史料２〉は1881年10月13日付けで作成
された建白書である。払い下げを「不条理・不公平」と感じた県民の声を率直に代弁し、憲法制
定・国会早期開設の好機会と捉えている。遠江選出の県会議員も加わり、総代たちは追加を含め
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〈史料１〉の国会開設建白書の同志者内訳

豆州10,000人　駿東郡500人　富士郡1,633人
庵原郡1,600人　榛原郡500人
志太・益津1,500人　静岡２人
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署名19,089人を代表し上京、元
げん

老
ろう

院
いん

へ提出しようとした。
しかしその直前の11日に東京で明治十四年の政変が起き
ていた。政府は国会即時開設論者の参議大

おお

隈
くま

重
しげ

信
のぶ

やそれ
に同調する官

かん

吏
り

を罷
ひ

免
めん

・追放、払い下げの即時中止を決
定して翌12日に10年後の国会開設を約束する勅

ちょく

諭
ゆ

を出し、
事態の鎮静化を図ったのである。　　

３　明治十四年政変下で進む県下民権運動の弾圧

　明治政府が混乱･分裂の危機にあったなかで、静岡警
察署の監獄には、創刊直後の『東

とう

海
かい

暁
ぎょう

鐘
しょう

新
しん

報
ぽう

』の社
主前

まえ

島
じま

豊
とよ

太
た

郎
ろう

が拘
こう

留
りゅう

されていた。彼は、県下最初の代
だい

言
げん

人
にん

となり演説結社の静
せい

陵
りょう

社
しゃ

を結成し、県会議員をす
ぐに辞職し撹

かく

眠
みん

社
しゃ

を設立した。また、東京から土
ど

居
い

光
こう

華
か

や荒
あら

川
かわ

高
たか

俊
とし

ら民権派論客を社長や客員に迎え、民権左派
として積極的な言論活動を展開していた。前島は、10月
８日静岡の小川座で、官憲臨席のもと「事物変遷論」と
題する演説を行ったが、その直後に拘留された。検事は、
“反対者を倒し天下を簒

さん

奪
だつ

した点では、天皇家も土豪か
ら大名となる蜂

はち

須
す

賀
か

小
こ

六
ろく

も第一等の大賊である点は同じである”、“いつまでも天子の支配が続く
わけではない”、などの内容を彼が演説したとして、「大不敬の言動容疑に当たる重大事件」とみ
なした。しかし、1880（明治13）年に公布した新刑法の不

ふ

敬
けい

罪
ざい

は、施行前なので適用できなかっ
た。政変後就任した大

おお

木
き

喬
たか

任
とう

司法卿は、前年同様な論旨の社説を処罰した讒
ざん

謗
ぼう

律
りつ

第２条の、「天
子に誹

ひ

謗
ぼう

中傷した者を罰する条項」を前島の演説に適用することを、三
さん

条
じょう

実
さね

美
とみ

太政大臣に上申
した。処分は、各参議の承認を得るなど政府首脳レベルで決定され、12月、禁獄３年罰金900円
の量刑の上限に近い処分が科された。一方前島拘留の８日後、客員の荒川高俊が、演説で「勅諭
にそむき早期国会開設を主張した」として拘引されていた。荒川は翌年１月、同じ罪状で禁獄３
年罰金200円の重刑を科された。政変後の緊迫した状態のなかで、政府は主権在民や国会早期開
設論者を沈黙させるために彼らを重く処分したともいえる。
　このように、天皇制の維持を疑問視するような言動を「不敬」として沈黙させていく時代がす
でに始まっていた。伊

い

藤
とう

博
ひろ

文
ぶみ

ら政府首脳は、国会開設の確約というアメと民権論者の弾圧という
ムチにより、国会開設運動の高まりを沈静化させ、以後10年間をかけて天皇を絶対君主とした立
憲国家体制の構築にまい進した。明治十四年政変はその大きな転換点であった。　　　　　　　
　県下では、国会開設の勅諭後の12月、大隈重信を党首とする立憲改進党の誕生より約３か月早
く、静岡県立

りっ

憲
けん

改
かい

進
しん

党
とう

が結成された。一方、板垣退助を党首とする自由党の県支部である岳
がく

南
なん

自
由党の結成は、この舌

ぜっ

禍
か

事件の影響もあり、翌年１月になってからであった。
〈参考文献〉
静岡県民権百年実行委員会『静岡県自由民権史料集』（三一書房）
原口清『自由民権・静岡事件』（三一書房）
前島顕『草奔の民権家前島豊太郎伝』（三一書房）
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